
二
〇

議
長
を
経
て
行
わ
れ
た
報
告
又
は
記
録
の
提
出
要
求
一
覧
表

国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

回一第

電
気
委
員
会

電
力
復
興
問
題
調
査
に
関
す
る
件

昭
和二二、

九、二二
内
閣
総
理
大
臣
、
商
工
大
臣

回 二 第

司
法
委
員
会

尾
津
事
件
の
審
理
状
況
に
関
す
る
件

二三、
五、二八
最
高
裁
判
所
長
官

尾
津
喜
之
助
の
拘
置
状
況
に
関
す
る
件

同

東
京
拘
置
所
長

松
島
丸
事
件
外
五
事
件
に
関
す
る
裁
判
の
処
理
状
況

に
関
す
る
件

同

最
高
裁
判
所
長
官

尾
津
事
件
に
関
す
る
件

二三、
五、三一
警
視
総
監

水
産
委
員
会

復
興
金
融
金
庫
の
水
産
関
係
会
社
に
対
す
る
貸
付
金

額
等
の
明
細
に
関
す
る
件

二三、
二、一三
大
蔵
大
臣

電
気
委
員
会

総
合
燃
料
対
策
の
説
明
並
び
に
実
施
状
況
に
関
す
る

件

二二、一二、一八
経
済
安
定
本
部
総
務
長
官

予
算
委
員
会

六
・
三
制
に
伴
う
諸
施
設
完
成
に
必
要
な
総
経
費
及

び
主
要
物
資
所
要
総
量
に
関
す
る
件

二三、
六、一二
文
部
大
臣

決
算
委
員
会

行
政
整
理
に
関
す
る
準
備
の
進
捗
状
況
に
関
す
る
件

二三、
三、
一
内
閣
総
理
大
臣
、
外
務
大
臣
、

大
蔵
大
臣
、
文
部
大
臣
、
厚
生

大
臣
、
農
林
大
臣
、
商
工
大
臣
、

運
輸
大
臣
、
逓
信
大
臣
、
労
働

大
臣

四
五
五

二
〇　

議
長
を
経
て
行
わ
れ
た
報
告
又
は
記
録
の
提
出
要
求
一
覧
表



国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

眞
木
事
件
に
関
し
眞
木
組
及
び
新
鋭
大
衆
党
の
実
体

性
格
、
財
的
基
礎
、
政
治
活
動
等
に
関
す
る
件

二三、
七、
八
警
視
総
監
、
東
京
地
方
検
察
庁

検
事
正
、
法
務
総
裁

第

裁
判
官
の
刑
事
事
件
不
当
処
理
等
に
関
す
る
調
査
に

関
す
る
件

二三、
七、
九
最
高
裁
判
所
長
官
、
警
視
総
監

眞
木
事
件
に
関
し
新
鋭
大
衆
党
の
一
切
の
調
査
記
録

に
関
す
る
件

二三、
七、一二
法
務
総
裁

眞
木
事
件
に
関
し
新
鋭
大
衆
党
及
び
眞
木
康
年
に
都

庁
が
交
渉
を
も
つ
一
切
の
事
情
に
関
す
る
件

同

東
京
都
知
事

二

眞
木
康
年
が
警
視
庁
に
拘
束
中
の
病
状
経
過
書
に
関

す
る
件

同

警
視
総
監

回

眞
木
事
件
に
関
し
担
当
判
事
久
永
正
勝
の
執
務
成
績

及
び
服
部
甚
平
に
関
す
る
診
断
書
不
実
記
載
等
の
記

録
の
写
本
に
関
す
る
件

同

東
京
地
方
裁
判
所
長

司
法
委
員
会

眞
木
康
年
が
拘
置
所
に
拘
束
さ
れ
た
当
時
及
び
そ
の

後
の
病
症
経
過
に
関
す
る
件

同

東
京
拘
置
所
長

閉

眞
木
事
件
に
関
し
浅
草
西
本
願
寺
内
の
戦
災
援
護
団

体
と
の
関
係
に
関
す
る
件

同

東
京
都
知
事

眞
木
事
件
に
関
し
て
東
京
地
方
検
察
庁
が
上
司
と
し

て
指
示
し
た
一
切
の
事
項
に
関
す
る
件

同

検
事
総
長

会

公
職
、
教
職
員
、
言
論
関
係
、
経
済
関
係
の
追
放
に

関
す
る
法
律
、
命
令
、
規
則
、
占
領
軍
の
発
表
、
指

示
そ
の
他
に
関
す
る
件

同

内
閣
総
理
大
臣

公
職
、
教
職
員
の
追
放
令
に
よ
る
追
放
実
施
の
状
況

そ
の
他
に
関
す
る
件

同

法
務
総
裁

後

眞
木
事
件
に
関
し
て
新
鋭
大
衆
党
の
役
員
の
身
元
調

査
に
関
す
る
件

二三、
七、三〇
警
視
総
監

資
格
審
査
不
実
記
載
事
件
関
係
証
人
病
気
欠
席
の
た

め
専
門
医
の
診
断
に
関
す
る
件

二三、
八、
六
横
須
賀
衣
笠
病
院
長
、
司
法
省

嘱
託
医

眞
木
事
件
に
関
し
、
日
本
石
炭
工
業
会
の
定
款
、
炭

鉱
会
員
名
簿
、
役
員
名
簿
に
関
す
る
件

二三、
八、三一
閉
鎖
機
関
処
理
委
員
会
委
員
長

超
国
家
主
義
、
軍
国
主
義
思
想
の
払
拭
と
民
主
主
義

思
想
の
徹
底
及
び
平
和
日
本
再
建
の
た
め
障
害
と
な

る
封
建
思
想
の
温
床
若
し
く
は
街
の
顔
役
の
実
態
調

査
に
関
す
る
件

二三、一〇、二六
法
務
総
裁
、
警
視
総
監

第

昭
和
電
工
事
件
に
絡
む
前
検
事
櫻
井
福
美
、
窪
谷
朝

之
、
澤
田
喜
造
、
國
宗
榮
等
の
行
為
を
録
取
せ
る
上

申
書
、
供
述
書
、
聴
取
書
等
に
関
す
る
件

二三、一一、一五
法
務
総
裁
、
検
事
総
長

浦
和
充
子
に
対
す
る
裁
判
審
理
状
況
に
関
す
る
件

二三、一一、一八
最
高
裁
判
所
長
官

三

法
務
委
員
会

浦
和
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
浦
和
充
子
に
対
す
る
殺

人
事
件
の
一
件
記
録
の
貸
与
に
関
す
る
件

同

法
務
総
裁

回

本
庄
事
件
の
前
後
を
通
じ
所
轄
検
察
庁
の
事
務
を
執

つ
た
検
事
の
各
氏
名
、
年
令
、
所
属
庁
名
、
執
務
開

始
終
了
年
月
日
、
更
迭
の
事
情
等
に
関
す
る
件

同

同

大
阪
勝
間
勝
巳
事
件
の
調
査
報
告
に
関
す
る
件

二三、一一、二〇

同

浦
和
充
子
の
殺
人
事
件
に
関
し
浦
和
地
方
裁
判
所
の

判
決
に
関
す
る
件

二三、一一、二六
最
高
裁
判
所
長
官



四
五
六



国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

眞
木
事
件
に
関
し
眞
木
組
及
び
新
鋭
大
衆
党
の
実
体

性
格
、
財
的
基
礎
、
政
治
活
動
等
に
関
す
る
件

二三、
七、
八
警
視
総
監
、
東
京
地
方
検
察
庁

検
事
正
、
法
務
総
裁

第

裁
判
官
の
刑
事
事
件
不
当
処
理
等
に
関
す
る
調
査
に

関
す
る
件

二三、
七、
九
最
高
裁
判
所
長
官
、
警
視
総
監

眞
木
事
件
に
関
し
新
鋭
大
衆
党
の
一
切
の
調
査
記
録

に
関
す
る
件

二三、
七、一二
法
務
総
裁

眞
木
事
件
に
関
し
新
鋭
大
衆
党
及
び
眞
木
康
年
に
都

庁
が
交
渉
を
も
つ
一
切
の
事
情
に
関
す
る
件

同

東
京
都
知
事

二

眞
木
康
年
が
警
視
庁
に
拘
束
中
の
病
状
経
過
書
に
関

す
る
件

同

警
視
総
監

回

眞
木
事
件
に
関
し
担
当
判
事
久
永
正
勝
の
執
務
成
績

及
び
服
部
甚
平
に
関
す
る
診
断
書
不
実
記
載
等
の
記

録
の
写
本
に
関
す
る
件

同

東
京
地
方
裁
判
所
長

司
法
委
員
会

眞
木
康
年
が
拘
置
所
に
拘
束
さ
れ
た
当
時
及
び
そ
の

後
の
病
症
経
過
に
関
す
る
件

同

東
京
拘
置
所
長

閉

眞
木
事
件
に
関
し
浅
草
西
本
願
寺
内
の
戦
災
援
護
団

体
と
の
関
係
に
関
す
る
件

同

東
京
都
知
事

眞
木
事
件
に
関
し
て
東
京
地
方
検
察
庁
が
上
司
と
し

て
指
示
し
た
一
切
の
事
項
に
関
す
る
件

同

検
事
総
長

会

公
職
、
教
職
員
、
言
論
関
係
、
経
済
関
係
の
追
放
に

関
す
る
法
律
、
命
令
、
規
則
、
占
領
軍
の
発
表
、
指

示
そ
の
他
に
関
す
る
件

同

内
閣
総
理
大
臣

公
職
、
教
職
員
の
追
放
令
に
よ
る
追
放
実
施
の
状
況

そ
の
他
に
関
す
る
件

同

法
務
総
裁

後

眞
木
事
件
に
関
し
て
新
鋭
大
衆
党
の
役
員
の
身
元
調

査
に
関
す
る
件

二三、
七、三〇
警
視
総
監

資
格
審
査
不
実
記
載
事
件
関
係
証
人
病
気
欠
席
の
た

め
専
門
医
の
診
断
に
関
す
る
件

二三、
八、
六
横
須
賀
衣
笠
病
院
長
、
司
法
省

嘱
託
医

眞
木
事
件
に
関
し
、
日
本
石
炭
工
業
会
の
定
款
、
炭

鉱
会
員
名
簿
、
役
員
名
簿
に
関
す
る
件

二三、
八、三一
閉
鎖
機
関
処
理
委
員
会
委
員
長

超
国
家
主
義
、
軍
国
主
義
思
想
の
払
拭
と
民
主
主
義

思
想
の
徹
底
及
び
平
和
日
本
再
建
の
た
め
障
害
と
な

る
封
建
思
想
の
温
床
若
し
く
は
街
の
顔
役
の
実
態
調

査
に
関
す
る
件

二三、一〇、二六
法
務
総
裁
、
警
視
総
監

第

昭
和
電
工
事
件
に
絡
む
前
検
事
櫻
井
福
美
、
窪
谷
朝

之
、
澤
田
喜
造
、
國
宗
榮
等
の
行
為
を
録
取
せ
る
上

申
書
、
供
述
書
、
聴
取
書
等
に
関
す
る
件

二三、一一、一五
法
務
総
裁
、
検
事
総
長

浦
和
充
子
に
対
す
る
裁
判
審
理
状
況
に
関
す
る
件

二三、一一、一八
最
高
裁
判
所
長
官

三

法
務
委
員
会

浦
和
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
浦
和
充
子
に
対
す
る
殺

人
事
件
の
一
件
記
録
の
貸
与
に
関
す
る
件

同

法
務
総
裁

回

本
庄
事
件
の
前
後
を
通
じ
所
轄
検
察
庁
の
事
務
を
執

つ
た
検
事
の
各
氏
名
、
年
令
、
所
属
庁
名
、
執
務
開

始
終
了
年
月
日
、
更
迭
の
事
情
等
に
関
す
る
件

同

同

大
阪
勝
間
勝
巳
事
件
の
調
査
報
告
に
関
す
る
件

二三、一一、二〇

同

浦
和
充
子
の
殺
人
事
件
に
関
し
浦
和
地
方
裁
判
所
の

判
決
に
関
す
る
件

二三、一一、二六
最
高
裁
判
所
長
官



四
五
七

二
〇　

議
長
を
経
て
行
わ
れ
た
報
告
又
は
記
録
の
提
出
要
求
一
覧
表



国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

元
中
国
新
聞
社
社
長
山
本
実
一
に
関
す
る
追
放
令
違

反
被
疑
事
件
の
記
録
に
関
す
る
件

二三、一一、二九
法
務
総
裁

第

本
庄
事
件
の
報
告
書
及
び
七
本
木
事
件
の
記
録
に
関

す
る
件

二三、一一、三〇

同

法
務
委
員
会

千
束
救
済
会
接
収
財
産
目
録
に
関
す
る
件

同

東
京
都
知
事

佐
々
木
松
夫
に
対
す
る
車
両
払
下
の
明
細
に
関
す
る

件

同

警
視
総
監

三

佐
々
木
松
夫
に
対
す
る
恐
喝
詐
欺
横
領
事
件
の
概
要

経
過
報
告
に
関
す
る
件

同

最
高
裁
判
所
長
官

大
蔵
委
員
会

第
三
・
四
半
期
復
興
金
融
金
庫
資
金
計
画
表
並
び
に

第
四
・
四
半
期
総
合
資
金
計
画
表
に
関
す
る
件

二三、一一、二四
経
済
安
定
本
部
総
務
長
官

回

在
外
同
胞
引
揚
問

題
に
関
す
る
特
別

委
員
会

元
軍
人
関
係
調
査
、
未
亡
人
に
対
す
る
調
査
、
引
揚

者
に
対
す
る
調
査
、
未
帰
還
者
に
対
す
る
調
査
等
に

関
す
る
件

二三、一一、
五
内
閣
総
理
大
臣
、
外
務
大
臣
、

大
蔵
大
臣
、
文
部
大
臣
、
厚
生

大
臣
、
農
林
大
臣
、
商
工
大 

臣
、
運
輸
大
臣
、
法
務
総
裁
、

経
済
安
定
本
部
総
務
長
官

窪
谷
朝
之
、
櫻
井
福
美
、
澤
田
喜
造
、
國
宗
榮
の
始

末
書
並
び
に
昭
電
事
件
の
被
告
人
等
と
の
公
私
関
係

に
関
す
る
件

二三、一二、
三
法
務
総
裁

昭
和
二
十
三
年
五
月
現
在
の
全
国
の
博
徒
的
屋
等
の

一
覧
表
に
関
す
る
件

同

国
家
地
方
警
察
本
部
長
官

第

仙
台
宮
城
竹
三
郎
事
件
及
び
福
島
事
件
に
関
す
る
件

二三、一二、
六
法
務
総
裁

法
務
委
員
会

佐
々
木
松
夫
に
対
す
る
国
有
財
産
の
処
分
内
容
に
関

す
る
件

二三、一二、
七
東
京
財
務
局
長

佐
々
木
松
夫
に
関
す
る
戸
籍
謄
本
の
件

二三、一二、
八
品
川
区
長
、
江
東
区
長

四

判
検
事
か
ら
弁
護
士
に
な
っ
た
者
の
職
務
執
行
等
に

関
す
る
件

二三、一二、一三
全
国
各
弁
護
士
会
会
長

前
中
国
新
聞
社
社
長
山
本
実
一
に
対
す
る
昭
和
二
十

二
年
勅
令
第
一
号
違
反
被
疑
事
件
の
記
録
の
件

二三、一二、一五
法
務
総
裁

佐
々
木
松
夫
に
対
す
る
保
釈
並
び
に
勾
留
執
行
停
止

に
関
す
る
件

二三、一二、一六
法
務
総
裁
、
最
高
裁
判
所
長
官

回

大
蔵
委
員
会

昭
和
二
十
三
年
度
予
算
に
お
け
る
価
格
調
整
費
支
出

対
象
事
業
の
原
価
計
算
及
び
収
支
計
算
、
最
近
に
お

け
る
税
収
入
、
配
給
物
資
若
し
く
は
報
償
物
資
に
し

て
受
領
辞
退
の
た
め
ス
ト
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
商
品

名
及
び
ス
ト
ッ
ク
の
数
量
等
に
関
す
る
件

二三、一二、
三
経
済
安
定
本
部
総
務
長
官
、
物

価
庁
長
官
、
大
蔵
大
臣
、
商
工

大
臣
、
農
林
大
臣

逓
信
委
員
会

東
京
中
央
電
話
局
職
員
に
支
給
さ
れ
た
超
勤
手
当
等

に
関
す
る
件

二三、一二、一一
逓
信
大
臣

回 四 第
後 会 閉

法
務
委
員
会

東
京
高
等
検
察
庁
が
調
査
し
た
浦
和
地
方
検
察
庁
熊

谷
支
部
検
事
田
上
輝
彦
の
身
上
調
査
の
書
類
並
び
に

埼
玉
県
被
服
工
業
協
同
組
合
に
関
す
る
件

二三、一二、二七
法
務
総
裁

昭
和
電
工
事
件
に
か
か
る
逮
捕
状
及
び
起
訴
状
の
件

二四、
一、
八

同

回五第

同

福
島
事
件
に
関
す
る
件

二四、
二、一一

同

福
島
事
件
並
び
に
平
事
件
に
関
す
る
件

二四、
二、一五

同



四
五
八



国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

元
中
国
新
聞
社
社
長
山
本
実
一
に
関
す
る
追
放
令
違

反
被
疑
事
件
の
記
録
に
関
す
る
件

二三、一一、二九
法
務
総
裁

第

本
庄
事
件
の
報
告
書
及
び
七
本
木
事
件
の
記
録
に
関

す
る
件

二三、一一、三〇

同

法
務
委
員
会

千
束
救
済
会
接
収
財
産
目
録
に
関
す
る
件

同

東
京
都
知
事

佐
々
木
松
夫
に
対
す
る
車
両
払
下
の
明
細
に
関
す
る

件

同

警
視
総
監

三

佐
々
木
松
夫
に
対
す
る
恐
喝
詐
欺
横
領
事
件
の
概
要

経
過
報
告
に
関
す
る
件

同

最
高
裁
判
所
長
官

大
蔵
委
員
会

第
三
・
四
半
期
復
興
金
融
金
庫
資
金
計
画
表
並
び
に

第
四
・
四
半
期
総
合
資
金
計
画
表
に
関
す
る
件

二三、一一、二四
経
済
安
定
本
部
総
務
長
官

回

在
外
同
胞
引
揚
問

題
に
関
す
る
特
別

委
員
会

元
軍
人
関
係
調
査
、
未
亡
人
に
対
す
る
調
査
、
引
揚

者
に
対
す
る
調
査
、
未
帰
還
者
に
対
す
る
調
査
等
に

関
す
る
件

二三、一一、
五
内
閣
総
理
大
臣
、
外
務
大
臣
、

大
蔵
大
臣
、
文
部
大
臣
、
厚
生

大
臣
、
農
林
大
臣
、
商
工
大 

臣
、
運
輸
大
臣
、
法
務
総
裁
、

経
済
安
定
本
部
総
務
長
官

窪
谷
朝
之
、
櫻
井
福
美
、
澤
田
喜
造
、
國
宗
榮
の
始

末
書
並
び
に
昭
電
事
件
の
被
告
人
等
と
の
公
私
関
係

に
関
す
る
件

二三、一二、
三
法
務
総
裁

昭
和
二
十
三
年
五
月
現
在
の
全
国
の
博
徒
的
屋
等
の

一
覧
表
に
関
す
る
件

同

国
家
地
方
警
察
本
部
長
官

第

仙
台
宮
城
竹
三
郎
事
件
及
び
福
島
事
件
に
関
す
る
件

二三、一二、
六
法
務
総
裁

法
務
委
員
会

佐
々
木
松
夫
に
対
す
る
国
有
財
産
の
処
分
内
容
に
関

す
る
件

二三、一二、
七
東
京
財
務
局
長

佐
々
木
松
夫
に
関
す
る
戸
籍
謄
本
の
件

二三、一二、
八
品
川
区
長
、
江
東
区
長

四

判
検
事
か
ら
弁
護
士
に
な
っ
た
者
の
職
務
執
行
等
に

関
す
る
件

二三、一二、一三
全
国
各
弁
護
士
会
会
長

前
中
国
新
聞
社
社
長
山
本
実
一
に
対
す
る
昭
和
二
十

二
年
勅
令
第
一
号
違
反
被
疑
事
件
の
記
録
の
件

二三、一二、一五
法
務
総
裁

佐
々
木
松
夫
に
対
す
る
保
釈
並
び
に
勾
留
執
行
停
止

に
関
す
る
件

二三、一二、一六
法
務
総
裁
、
最
高
裁
判
所
長
官

回

大
蔵
委
員
会

昭
和
二
十
三
年
度
予
算
に
お
け
る
価
格
調
整
費
支
出

対
象
事
業
の
原
価
計
算
及
び
収
支
計
算
、
最
近
に
お

け
る
税
収
入
、
配
給
物
資
若
し
く
は
報
償
物
資
に
し

て
受
領
辞
退
の
た
め
ス
ト
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
商
品

名
及
び
ス
ト
ッ
ク
の
数
量
等
に
関
す
る
件

二三、一二、
三
経
済
安
定
本
部
総
務
長
官
、
物

価
庁
長
官
、
大
蔵
大
臣
、
商
工

大
臣
、
農
林
大
臣

逓
信
委
員
会

東
京
中
央
電
話
局
職
員
に
支
給
さ
れ
た
超
勤
手
当
等

に
関
す
る
件

二三、一二、一一
逓
信
大
臣

回 四 第
後 会 閉

法
務
委
員
会

東
京
高
等
検
察
庁
が
調
査
し
た
浦
和
地
方
検
察
庁
熊

谷
支
部
検
事
田
上
輝
彦
の
身
上
調
査
の
書
類
並
び
に

埼
玉
県
被
服
工
業
協
同
組
合
に
関
す
る
件

二三、一二、二七
法
務
総
裁

昭
和
電
工
事
件
に
か
か
る
逮
捕
状
及
び
起
訴
状
の
件

二四、
一、
八

同

回五第

同

福
島
事
件
に
関
す
る
件

二四、
二、一一

同

福
島
事
件
並
び
に
平
事
件
に
関
す
る
件

二四、
二、一五

同



四
五
九

二
〇　

議
長
を
経
て
行
わ
れ
た
報
告
又
は
記
録
の
提
出
要
求
一
覧
表



国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

法
務
委
員
会

昭
和
電
工
事
件
に
対
す
る
伊
尾
検
事
の
捜
査
経
過
報

告
書
に
関
す
る
件

二四、
四、
六
法
務
総
裁

第

元
秋
田
地
方
検
察
庁
大
曲
支
部
石
川
繁
治
事
務
官
並

び
に
佐
藤
虎
雄
の
業
務
上
横
領
事
件
に
関
す
る
件

二四、
四、一四

同

五

水
産
委
員
会

綿
糸
の
原
料
配
給
割
当
及
び
製
品
化
数
量
、
マ
ニ
ラ

麻
の
原
料
配
給
割
当
及
び
製
品
化
数
量
等
に
関
す
る

件

二四、
五、一四
農
林
大
臣
、
商
工
大
臣

逓
信
委
員
会

郵
政
省
、
電
気
通
信
省
の
機
構
及
び
両
省
の
地
方
出

先
機
関
の
機
構
等
に
関
す
る
件

二四、
五、二三
逓
信
大
臣

回

決
算
委
員
会

昭
和
二
十
二
年
度
食
糧
管
理
特
別
会
計
に
お
け
る
食

糧
証
券
発
行
高
等
に
関
す
る
件

同

会
計
検
査
院
長

在
外
同
胞
引
揚
問

題
に
関
す
る
特
別

委
員
会

熊
本
県
下
の
引
揚
寮
の
実
態
調
査
に
関
す
る
件

二四、
二、一五
経
済
安
定
本
部
長
官
、
大
蔵
大

臣
、
厚
生
大
臣

全
国
の
不
良
少
年
団
体
の
状
況
に
関
す
る
件

二四、
六、一六
国
家
地
方
警
察
本
部
長
官

第

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
国
鉄
パ
ス
問
題
及
び
上
松

産
業
贈
収
賄
被
疑
事
件
に
関
す
る
件

二四、
六、一八
法
務
総
裁

米
子
事
件
の
報
告
書
に
関
す
る
件

二四、
七、
四

同

法
務
委
員
会

米
国
第
八
十
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
破
壊
行
動
取
締

法
案
の
下
院
の
速
記
録
に
関
す
る
件

二四、
七、
七
国
立
国
会
図
書
館
長

五

暴
力
団
等
に
関
す
る
裁
判
及
び
検
察
の
状
況
に
関
す

る
件

二四、
七、
八
法
務
総
裁
、
最
高
裁
判
所
長
官

回

東
京
都
庁
内
に
お
け
る
橋
本
金
二
の
変
死
体
鑑
定
書

に
関
す
る
件

二四、
八、
六
法
務
総
裁

閉

大
蔵
委
員
会

シ
ャ
ウ
プ
調
査
団
に
提
出
の
た
め
の
租
税
制
度
改
革

に
関
す
る
意
見
書
に
対
す
る
基
礎
的
資
料
等
に
関
す

る
件

二四、
六、二〇
経
済
安
定
本
部
総
裁

厚
生
委
員
会

内
閣
と
し
て
の
失
業
対
策
の
全
ぼ
う
に
関
す
る
件

二四、
九、二一
内
閣
総
理
大
臣

会

決
算
委
員
会

昭
和
二
十
二
年
度
決
算
検
査
報
告
に
お
け
る
会
計
検

査
院
の
批
難
事
項
に
対
す
る
関
係
者
処
分
調
書
に
関

す
る
件

二四、一〇、
八
文
部
大
臣
、
大
蔵
大
臣
、
厚
生

大
臣
、
農
林
大
臣
、
運
輸
大 

臣
、
労
働
大
臣
、
郵
政
大
臣
、

電
気
通
信
大
臣
、
建
設
大
臣
、

内
閣
官
房
長
官

後

選
挙
法
改
正
に
関

す
る
特
別
委
員
会

選
挙
法
改
正
に
関
す
る
関
係
法
令
集
に
関
す
る
件

二四、
六、
三
地
方
自
治
庁
長
官
、
全
国
選
挙

管
理
委
員
会
委
員
長
、
文
部
大

臣
、
農
林
大
臣
、
日
本
学
術
会

議
会
長

法
務
委
員
会

昭
和
二
十
四
年
度
一
般
会
計
予
算
中
裁
判
所
所
管
の

予
算
参
考
書
に
関
す
る
件

二四、一一、
二
最
高
裁
判
所
長
官

第

最
高
裁
判
所
に
お
け
る
四
判
事
の
誤
判
事
件
に
関
す

る
件

二四、一一、
七

同

六

建
設
委
員
会

公
共
事
業
費
の
昭
和
二
十
三
年
度
及
び
昭
和
二
十
四

年
度
上
半
期
に
お
け
る
事
業
別
の
支
出
済
額
並
び
に

各
事
業
の
進
捗
状
況
に
関
す
る
件

二四、一〇、二六
建
設
大
臣
、
特
別
調
達
庁
長
官

回

在
外
同
胞
引
揚
問

題
に
関
す
る
特
別

委
員
会

在
外
資
産
の
う
ち
整
理
済
分
と
未
整
理
分
の
資
料
に

関
す
る
件

二四、一一、二二
大
蔵
大
臣
、
外
務
大
臣
、
郵
政

大
臣

二
四
、
一
二
、
一
七

大
蔵
大
臣
か
ら
要

求
に
応
じ
ら
れ
な

い
旨
回
答

ソ
連
地
区
よ
り
消
息
の
あ
っ
た
者
の
う
ち
現
在
ま
で

の
未
帰
還
者
数
に
関
す
る
件

二四、一一、二六
外
務
大
臣
、
厚
生
大
臣

四
六
〇



国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

法
務
委
員
会

昭
和
電
工
事
件
に
対
す
る
伊
尾
検
事
の
捜
査
経
過
報

告
書
に
関
す
る
件

二四、
四、
六
法
務
総
裁

第

元
秋
田
地
方
検
察
庁
大
曲
支
部
石
川
繁
治
事
務
官
並

び
に
佐
藤
虎
雄
の
業
務
上
横
領
事
件
に
関
す
る
件

二四、
四、一四

同

五

水
産
委
員
会

綿
糸
の
原
料
配
給
割
当
及
び
製
品
化
数
量
、
マ
ニ
ラ

麻
の
原
料
配
給
割
当
及
び
製
品
化
数
量
等
に
関
す
る

件

二四、
五、一四
農
林
大
臣
、
商
工
大
臣

逓
信
委
員
会

郵
政
省
、
電
気
通
信
省
の
機
構
及
び
両
省
の
地
方
出

先
機
関
の
機
構
等
に
関
す
る
件

二四、
五、二三
逓
信
大
臣

回

決
算
委
員
会

昭
和
二
十
二
年
度
食
糧
管
理
特
別
会
計
に
お
け
る
食

糧
証
券
発
行
高
等
に
関
す
る
件

同

会
計
検
査
院
長

在
外
同
胞
引
揚
問

題
に
関
す
る
特
別

委
員
会

熊
本
県
下
の
引
揚
寮
の
実
態
調
査
に
関
す
る
件

二四、
二、一五
経
済
安
定
本
部
長
官
、
大
蔵
大

臣
、
厚
生
大
臣

全
国
の
不
良
少
年
団
体
の
状
況
に
関
す
る
件

二四、
六、一六
国
家
地
方
警
察
本
部
長
官

第

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
国
鉄
パ
ス
問
題
及
び
上
松

産
業
贈
収
賄
被
疑
事
件
に
関
す
る
件

二四、
六、一八
法
務
総
裁

米
子
事
件
の
報
告
書
に
関
す
る
件

二四、
七、
四

同

法
務
委
員
会

米
国
第
八
十
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
破
壊
行
動
取
締

法
案
の
下
院
の
速
記
録
に
関
す
る
件

二四、
七、
七
国
立
国
会
図
書
館
長

五

暴
力
団
等
に
関
す
る
裁
判
及
び
検
察
の
状
況
に
関
す

る
件

二四、
七、
八
法
務
総
裁
、
最
高
裁
判
所
長
官

回

東
京
都
庁
内
に
お
け
る
橋
本
金
二
の
変
死
体
鑑
定
書

に
関
す
る
件

二四、
八、
六
法
務
総
裁

閉

大
蔵
委
員
会

シ
ャ
ウ
プ
調
査
団
に
提
出
の
た
め
の
租
税
制
度
改
革

に
関
す
る
意
見
書
に
対
す
る
基
礎
的
資
料
等
に
関
す

る
件

二四、
六、二〇
経
済
安
定
本
部
総
裁

厚
生
委
員
会

内
閣
と
し
て
の
失
業
対
策
の
全
ぼ
う
に
関
す
る
件

二四、
九、二一
内
閣
総
理
大
臣

会

決
算
委
員
会

昭
和
二
十
二
年
度
決
算
検
査
報
告
に
お
け
る
会
計
検

査
院
の
批
難
事
項
に
対
す
る
関
係
者
処
分
調
書
に
関

す
る
件

二四、一〇、
八
文
部
大
臣
、
大
蔵
大
臣
、
厚
生

大
臣
、
農
林
大
臣
、
運
輸
大 

臣
、
労
働
大
臣
、
郵
政
大
臣
、

電
気
通
信
大
臣
、
建
設
大
臣
、

内
閣
官
房
長
官

後

選
挙
法
改
正
に
関

す
る
特
別
委
員
会

選
挙
法
改
正
に
関
す
る
関
係
法
令
集
に
関
す
る
件

二四、
六、
三
地
方
自
治
庁
長
官
、
全
国
選
挙

管
理
委
員
会
委
員
長
、
文
部
大

臣
、
農
林
大
臣
、
日
本
学
術
会

議
会
長

法
務
委
員
会

昭
和
二
十
四
年
度
一
般
会
計
予
算
中
裁
判
所
所
管
の

予
算
参
考
書
に
関
す
る
件

二四、一一、
二
最
高
裁
判
所
長
官

第

最
高
裁
判
所
に
お
け
る
四
判
事
の
誤
判
事
件
に
関
す

る
件

二四、一一、
七

同

六

建
設
委
員
会

公
共
事
業
費
の
昭
和
二
十
三
年
度
及
び
昭
和
二
十
四

年
度
上
半
期
に
お
け
る
事
業
別
の
支
出
済
額
並
び
に

各
事
業
の
進
捗
状
況
に
関
す
る
件

二四、一〇、二六
建
設
大
臣
、
特
別
調
達
庁
長
官

回

在
外
同
胞
引
揚
問

題
に
関
す
る
特
別

委
員
会

在
外
資
産
の
う
ち
整
理
済
分
と
未
整
理
分
の
資
料
に

関
す
る
件

二四、一一、二二
大
蔵
大
臣
、
外
務
大
臣
、
郵
政

大
臣

二
四
、
一
二
、
一
七

大
蔵
大
臣
か
ら
要

求
に
応
じ
ら
れ
な

い
旨
回
答

ソ
連
地
区
よ
り
消
息
の
あ
っ
た
者
の
う
ち
現
在
ま
で

の
未
帰
還
者
数
に
関
す
る
件

二四、一一、二六
外
務
大
臣
、
厚
生
大
臣

四
六
一

二
〇　

議
長
を
経
て
行
わ
れ
た
報
告
又
は
記
録
の
提
出
要
求
一
覧
表



国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

司
法
行
政
及
び
審
級
制
度
に
関
す
る
件

二五、
一、二六
最
高
裁
判
所
長
官

上
訴
制
度
及
び
司
法
行
政
制
度
に
関
す
る
件

二五、
二、
一
法
務
総
裁

昭
和
二
十
四
年
度
に
お
け
る
全
国
家
庭
裁
判
所
の
運

用
状
況
一
般
に
関
す
る
件

二五、
二、
三
最
高
裁
判
所
長
官

味
の
素
事
件
及
び
佐
藤
昇
関
係
事
件
に
関
す
る
件

二五、
三、
六
法
務
総
裁

被
告
人
佐
藤
昇
及
び
被
告
人
伊
藤
鑛
壽
に
関
す
る
供

述
録
取
書
写
に
関
す
る
件

二五、
三、一三

同

第

法
務
委
員
会

監
察
官
の
な
し
た
日
野
昇
及
び
宗
像
警
部
補
に
対
す

る
調
査
書
類
等
に
関
す
る
件

同

東
京
都
特
別
区
公
安
委
員
長

伊
藤
鑛
壽
の
贈
賄
被
疑
事
件
に
関
す
る
件

二五、
三、一七

同

監
察
官
制
度
の
機
構
及
び
監
察
官
と
そ
の
所
属
員
の

官
氏
名
等
に
関
す
る
件

二五、
三、二二

同

昭
和
二
十
三
年
二
月
十
三
日
付
三
和
銀
行
丸
ノ
内
支

店
宛
の
佐
藤
昇
名
儀
振
出
の
小
切
手
一
通
の
写︵
写 

真
二
葉
︶に
関
す
る
件

二五、
四、一〇

同

七

伊
藤
鑛
壽
及
び
佐
藤
昇
に
対
す
る
検
事
及
び
司
法
警

察
職
員
の
供
述
録
取
書
に
関
す
る
件

二五、
四、一二
法
務
総
裁

佐
藤
昇
自
筆
の
供
述
書
等
に
関
す
る
件

二五、
四、二二
東
京
都
特
別
区
公
安
委
員
長

瀬
戸
内
海
海
区
と
紀
伊
水
道
に
お
け
る
漁
業
状
態
等

に
関
す
る
件

二五、
三、一八
国
立
水
産
研
究
所
長

回

水
産
委
員
会

漁
業
法
改
正
に
関
連
し
、
瀬
戸
内
海
境
界
線
と
紀
伊

水
道
の
関
係
等
に
関
す
る
件

同

大
阪
府
知
事
、兵
庫
県
知
事
、岡

山
県
知
事
、
広
島
県
知
事
、
和

歌
山
県
知
事
、
香
川
県
知
事
、

愛
媛
県
知
事
、
徳
島
県
知
事

漁
業
法
改
正
に
よ
り
瀬
戸
内
海
海
区
に
紀
伊
水
道
を

包
含
す
る
理
由
に
関
す
る
件

二五、
三、二〇
水
産
庁
長
官
事
務
取
扱

瀬
戸
内
海
海
区
の
純
内
海
と
比
較
し
た
紀
伊
水
道
の

水
族
の
分
布
に
関
す
る
件

二五、
四、
五
京
都
大
学
理
学
部
長

決
算
委
員
会

昭
和
二
十
三
年
度
決
算
検
査
報
告
に
関
連
し
関
係
者

処
分
調
書
に
関
す
る
件

二五、
四、
七

内
閣
総
理
大
臣
、法
務
総
裁
、大

蔵
大
臣
、
文
部
大
臣
、
厚
生
大

臣
、
農
林
大
臣
、
通
商
産
業
大

臣
、
運
輸
大
臣
、
電
気
通
信
大

臣
、
郵
政
大
臣
、
労
働
大
臣
、

建
設
大
臣
、
最
高
裁
判
所
長
官

回 八 第

終
戦
後
に
お
け
る
密
貿
易
に
関
連
す
る
刑
事
事
件
に

関
す
る
件

二五、
七、二六
法
務
総
裁

大
蔵
委
員
会

各
公
団
の
会
計
検
査
に
関
す
る
件

二五、
七、三〇
会
計
検
査
院
長

市
中
銀
行
に
お
け
る
百
万
円
以
上
の
融
資
者
名
簿
に

関
す
る
件

同

大
蔵
大
臣

提
出
さ
れ
な
か
っ

た
。

郵
政
委
員
会

特
定
郵
便
局
制
度
に
関
す
る
覚
書
に
関
す
る
件

二五、
七、二八
内
閣
官
房
長
官

回 八 第
後 会 閉

法
務
委
員
会

八
街
少
年
院
に
お
け
る
収
容
少
年
の
脱
走
事
件
に
関

す
る
件

二五、
九、
四
法
務
総
裁

新
刑
事
訴
訟
法
の
運
用
に
関
し
、
逮
捕
状
発
布
数
、

勾
留
状
発
布
数
等
に
関
す
る
件

二五、一一、一一
法
務
総
裁
、
最
高
裁
判
所
長
官

九第
回

人
事
委
員
会

九
月
九
日
付
人
事
院
勧
告
の
内
容
と
な
る
べ
き
勤
務

地
手
当
の
支
給
地
域
区
分
表
に
関
す
る
件

二五、一一、二四
人
事
院
総
裁

四
六
二



国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

司
法
行
政
及
び
審
級
制
度
に
関
す
る
件

二五、
一、二六
最
高
裁
判
所
長
官

上
訴
制
度
及
び
司
法
行
政
制
度
に
関
す
る
件

二五、
二、
一
法
務
総
裁

昭
和
二
十
四
年
度
に
お
け
る
全
国
家
庭
裁
判
所
の
運

用
状
況
一
般
に
関
す
る
件

二五、
二、
三
最
高
裁
判
所
長
官

味
の
素
事
件
及
び
佐
藤
昇
関
係
事
件
に
関
す
る
件

二五、
三、
六
法
務
総
裁

被
告
人
佐
藤
昇
及
び
被
告
人
伊
藤
鑛
壽
に
関
す
る
供

述
録
取
書
写
に
関
す
る
件

二五、
三、一三

同

第

法
務
委
員
会

監
察
官
の
な
し
た
日
野
昇
及
び
宗
像
警
部
補
に
対
す

る
調
査
書
類
等
に
関
す
る
件

同

東
京
都
特
別
区
公
安
委
員
長

伊
藤
鑛
壽
の
贈
賄
被
疑
事
件
に
関
す
る
件

二五、
三、一七

同

監
察
官
制
度
の
機
構
及
び
監
察
官
と
そ
の
所
属
員
の

官
氏
名
等
に
関
す
る
件

二五、
三、二二

同

昭
和
二
十
三
年
二
月
十
三
日
付
三
和
銀
行
丸
ノ
内
支

店
宛
の
佐
藤
昇
名
儀
振
出
の
小
切
手
一
通
の
写︵
写 

真
二
葉
︶に
関
す
る
件

二五、
四、一〇

同

七

伊
藤
鑛
壽
及
び
佐
藤
昇
に
対
す
る
検
事
及
び
司
法
警

察
職
員
の
供
述
録
取
書
に
関
す
る
件

二五、
四、一二
法
務
総
裁

佐
藤
昇
自
筆
の
供
述
書
等
に
関
す
る
件

二五、
四、二二
東
京
都
特
別
区
公
安
委
員
長

瀬
戸
内
海
海
区
と
紀
伊
水
道
に
お
け
る
漁
業
状
態
等

に
関
す
る
件

二五、
三、一八
国
立
水
産
研
究
所
長

回

水
産
委
員
会

漁
業
法
改
正
に
関
連
し
、
瀬
戸
内
海
境
界
線
と
紀
伊

水
道
の
関
係
等
に
関
す
る
件

同

大
阪
府
知
事
、兵
庫
県
知
事
、岡

山
県
知
事
、
広
島
県
知
事
、
和

歌
山
県
知
事
、
香
川
県
知
事
、

愛
媛
県
知
事
、
徳
島
県
知
事

漁
業
法
改
正
に
よ
り
瀬
戸
内
海
海
区
に
紀
伊
水
道
を

包
含
す
る
理
由
に
関
す
る
件

二五、
三、二〇
水
産
庁
長
官
事
務
取
扱

瀬
戸
内
海
海
区
の
純
内
海
と
比
較
し
た
紀
伊
水
道
の

水
族
の
分
布
に
関
す
る
件

二五、
四、
五
京
都
大
学
理
学
部
長

決
算
委
員
会

昭
和
二
十
三
年
度
決
算
検
査
報
告
に
関
連
し
関
係
者

処
分
調
書
に
関
す
る
件

二五、
四、
七

内
閣
総
理
大
臣
、法
務
総
裁
、大

蔵
大
臣
、
文
部
大
臣
、
厚
生
大

臣
、
農
林
大
臣
、
通
商
産
業
大

臣
、
運
輸
大
臣
、
電
気
通
信
大

臣
、
郵
政
大
臣
、
労
働
大
臣
、

建
設
大
臣
、
最
高
裁
判
所
長
官

回 八 第

終
戦
後
に
お
け
る
密
貿
易
に
関
連
す
る
刑
事
事
件
に

関
す
る
件

二五、
七、二六
法
務
総
裁

大
蔵
委
員
会

各
公
団
の
会
計
検
査
に
関
す
る
件

二五、
七、三〇
会
計
検
査
院
長

市
中
銀
行
に
お
け
る
百
万
円
以
上
の
融
資
者
名
簿
に

関
す
る
件

同

大
蔵
大
臣

提
出
さ
れ
な
か
っ

た
。

郵
政
委
員
会

特
定
郵
便
局
制
度
に
関
す
る
覚
書
に
関
す
る
件

二五、
七、二八
内
閣
官
房
長
官

回 八 第
後 会 閉

法
務
委
員
会

八
街
少
年
院
に
お
け
る
収
容
少
年
の
脱
走
事
件
に
関

す
る
件

二五、
九、
四
法
務
総
裁

新
刑
事
訴
訟
法
の
運
用
に
関
し
、
逮
捕
状
発
布
数
、

勾
留
状
発
布
数
等
に
関
す
る
件

二五、一一、一一
法
務
総
裁
、
最
高
裁
判
所
長
官

九第
回

人
事
委
員
会

九
月
九
日
付
人
事
院
勧
告
の
内
容
と
な
る
べ
き
勤
務

地
手
当
の
支
給
地
域
区
分
表
に
関
す
る
件

二五、一一、二四
人
事
院
総
裁

四
六
三

二
〇　

議
長
を
経
て
行
わ
れ
た
報
告
又
は
記
録
の
提
出
要
求
一
覧
表



国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

人
事
委
員
会

特
別
消
費
者
価
格
調
査
報
告
書
に
関
す
る
件

二五、一一、二八
内
閣
統
計
局
長

第

現
行
勤
務
地
手
当
地
域
区
分
一
覧
表
に
関
す
る
件

同

人
事
院
総
裁

回 九

法
務
委
員
会

犯
罪
捜
査
の
た
め
勾
留
状
を
発
し
被
疑
者
を
勾
留
し

た
数
等
に
関
す
る
件

二五、一二、
四
法
務
総
裁

権
利
保
釈
に
関
す
る
件

同

最
高
裁
判
所
長
官

熊
本
県
菊
池
郡
西
合
志
所
在
国
立
癩
療
養
所
構
内
に

癩
患
者
専
用
の
刑
務
所
設
置
に
関
す
る
件

二六、
一、二〇
法
務
総
裁

長
野
地
方
裁
判
所
構
内
に
お
け
る
乱
闘
騒
ぎ
等
の
概

要
に
関
す
る
件

二六、
一、二二
最
高
裁
判
所
長
官

北
区
上
十
条
朝
鮮
人
高
等
学
校
に
お
け
る
朝
鮮
人
騒

じ
ょ
う
事
件
に
関
す
る
件

二六、
一、二五
法
務
総
裁
、
厚
生
大
臣

第

同

朝
鮮
人
騒
じ
ょ
う
事
件
に
関
し
、
第
三
国
人
に
対
す

る
所
管
行
政
の
一
般
政
策
並
び
に
所
管
の
行
政
機
構

そ
の
他
に
関
す
る
件

二六、
一、二九
外
務
大
臣
、
国
家
地
方
警
察
本

部
長
官
、
厚
生
大
臣
、
文
部
大

臣

警
察
官
職
務
執
行
法
施
行
以
来
昭
和
二
十
五
年
十
二

月
末
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
警
察
職
員
の
拳
銃
使
用

状
況
に
関
す
る
件

二六、
二、一〇
国
家
地
方
警
察
本
部
長
官

朝
鮮
人
騒
じ
ょ
う
事
件
の
状
況
及
び
措
置
の
概
要
等

に
関
す
る
件

二六、
三、一六
警
視
総
監

岐
阜
県
絹
人
絹
織
物
元
配
給
株
式
会
社
の
第
六
期
決

算
に
関
す
る
件

二六、
四、
六
岐
阜
南
税
務
署
長

笠
松
刑
務
所
構
内
所
在
の
土
地
建
物
に
関
す
る
件

同

岐
阜
司
法
事
務
局
笠
松
出
張
所

長

大
蔵
委
員
会

鉱
工
品
貿
易
公
団
鉱
産
部
事
件
に
関
す
る
件

二六、
三、一四
法
務
総
裁

十

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
高
橋
常
浩
、
高
橋
正
吉

及
び
高
橋
正
義
名
義
の
預
金
口
座
元
帳
の
写
の
件

二五、一二、一一
三
和
銀
行
日
比
谷
支
店
長
、
東

京
銀
行
銀
座
支
店
長

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
大
橋
武
夫
名
義
の
預
金

口
座
元
帳
の
写
に
関
す
る
件

二六、
二、
二
三
和
銀
行
日
比
谷
支
店
長

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
モ
ー
リ
ス
四
十
年
乗
用

車
に
関
す
る
件

二六、
三、二九
運
輸
大
臣

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
高
橋
正
吉
名
義
の
預
金

口
座
元
帳
の
写
に
関
す
る
件

同

千
代
田
銀
行
芝
支
店
長

回

決
算
委
員
会

昭
和
二
十
四
年
度
会
計
検
査
院
決
算
検
査
報
告
批
難

事
項
に
対
す
る
関
係
者
処
分
調
書
に
関
す
る
件

二六、
四、
二

最
高
裁
判
所
長
官
、
内
閣
総
理

大
臣
、
法
務
総
裁
、
大
蔵
大
臣
、

文
部
大
臣
、
厚
生
大
臣
、
農
林

大
臣
、通
商
産
業
大
臣
、運
輸
大

臣
、
郵
政
大
臣
、
電
気
通
信
大

臣
、労
働
大
臣
、
建
設
大
臣
、特

別
調
達
庁
長
官
、
日
本
専
売
公

社
総
裁
、
日
本
国
有
鉄
道
総
裁

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
山
下
茂
名
義
の
預
金
口

座
元
帳
の
写
に
関
す
る
件

二六、
五、一四
千
代
田
銀
行
芝
支
店
長

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
関
係
書
類
綴
の
件

二六、
五、一八
特
別
調
達
庁
長
官

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
田
中
平
吉
の
納
税
証
明

書
に
関
す
る
件

二六、
五、二一
足
利
税
務
署
長

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
支
払
証
明
書
及
び
受
領

証
に
関
す
る
件

二六、
五、二九
第
一
銀
行
足
利
支
店
長

四
六
四



国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

人
事
委
員
会

特
別
消
費
者
価
格
調
査
報
告
書
に
関
す
る
件

二五、一一、二八
内
閣
統
計
局
長

第

現
行
勤
務
地
手
当
地
域
区
分
一
覧
表
に
関
す
る
件

同

人
事
院
総
裁

回 九

法
務
委
員
会

犯
罪
捜
査
の
た
め
勾
留
状
を
発
し
被
疑
者
を
勾
留
し

た
数
等
に
関
す
る
件

二五、一二、
四
法
務
総
裁

権
利
保
釈
に
関
す
る
件

同

最
高
裁
判
所
長
官

熊
本
県
菊
池
郡
西
合
志
所
在
国
立
癩
療
養
所
構
内
に

癩
患
者
専
用
の
刑
務
所
設
置
に
関
す
る
件

二六、
一、二〇
法
務
総
裁

長
野
地
方
裁
判
所
構
内
に
お
け
る
乱
闘
騒
ぎ
等
の
概

要
に
関
す
る
件

二六、
一、二二
最
高
裁
判
所
長
官

北
区
上
十
条
朝
鮮
人
高
等
学
校
に
お
け
る
朝
鮮
人
騒

じ
ょ
う
事
件
に
関
す
る
件

二六、
一、二五
法
務
総
裁
、
厚
生
大
臣

第

同

朝
鮮
人
騒
じ
ょ
う
事
件
に
関
し
、
第
三
国
人
に
対
す

る
所
管
行
政
の
一
般
政
策
並
び
に
所
管
の
行
政
機
構

そ
の
他
に
関
す
る
件

二六、
一、二九
外
務
大
臣
、
国
家
地
方
警
察
本

部
長
官
、
厚
生
大
臣
、
文
部
大

臣

警
察
官
職
務
執
行
法
施
行
以
来
昭
和
二
十
五
年
十
二

月
末
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
警
察
職
員
の
拳
銃
使
用

状
況
に
関
す
る
件

二六、
二、一〇
国
家
地
方
警
察
本
部
長
官

朝
鮮
人
騒
じ
ょ
う
事
件
の
状
況
及
び
措
置
の
概
要
等

に
関
す
る
件

二六、
三、一六
警
視
総
監

岐
阜
県
絹
人
絹
織
物
元
配
給
株
式
会
社
の
第
六
期
決

算
に
関
す
る
件

二六、
四、
六
岐
阜
南
税
務
署
長

笠
松
刑
務
所
構
内
所
在
の
土
地
建
物
に
関
す
る
件

同

岐
阜
司
法
事
務
局
笠
松
出
張
所

長

大
蔵
委
員
会

鉱
工
品
貿
易
公
団
鉱
産
部
事
件
に
関
す
る
件

二六、
三、一四
法
務
総
裁

十

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
高
橋
常
浩
、
高
橋
正
吉

及
び
高
橋
正
義
名
義
の
預
金
口
座
元
帳
の
写
の
件

二五、一二、一一
三
和
銀
行
日
比
谷
支
店
長
、
東

京
銀
行
銀
座
支
店
長

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
大
橋
武
夫
名
義
の
預
金

口
座
元
帳
の
写
に
関
す
る
件

二六、
二、
二
三
和
銀
行
日
比
谷
支
店
長

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
モ
ー
リ
ス
四
十
年
乗
用

車
に
関
す
る
件

二六、
三、二九
運
輸
大
臣

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
高
橋
正
吉
名
義
の
預
金

口
座
元
帳
の
写
に
関
す
る
件

同

千
代
田
銀
行
芝
支
店
長

回

決
算
委
員
会

昭
和
二
十
四
年
度
会
計
検
査
院
決
算
検
査
報
告
批
難

事
項
に
対
す
る
関
係
者
処
分
調
書
に
関
す
る
件

二六、
四、
二

最
高
裁
判
所
長
官
、
内
閣
総
理

大
臣
、
法
務
総
裁
、
大
蔵
大
臣
、

文
部
大
臣
、
厚
生
大
臣
、
農
林

大
臣
、通
商
産
業
大
臣
、運
輸
大

臣
、
郵
政
大
臣
、
電
気
通
信
大

臣
、労
働
大
臣
、
建
設
大
臣
、特

別
調
達
庁
長
官
、
日
本
専
売
公

社
総
裁
、
日
本
国
有
鉄
道
総
裁

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
山
下
茂
名
義
の
預
金
口

座
元
帳
の
写
に
関
す
る
件

二六、
五、一四
千
代
田
銀
行
芝
支
店
長

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
関
係
書
類
綴
の
件

二六、
五、一八
特
別
調
達
庁
長
官

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
田
中
平
吉
の
納
税
証
明

書
に
関
す
る
件

二六、
五、二一
足
利
税
務
署
長

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
支
払
証
明
書
及
び
受
領

証
に
関
す
る
件

二六、
五、二九
第
一
銀
行
足
利
支
店
長

四
六
五

二
〇　

議
長
を
経
て
行
わ
れ
た
報
告
又
は
記
録
の
提
出
要
求
一
覧
表



国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

第

決
算
委
員
会

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
物
品
税
に
関
す
る
件

二六、
五、二九
国
税
庁
長
官

回 十

在
外
同
胞
引
揚
問

題
に
関
す
る
特
別

委
員
会

遺
族
及
び
傷
い
者
に
関
す
る
件

二六、
二、二七
外
務
大
臣

回十第
後会閉

地
方
行
政
委
員
会

地
方
財
政
推
計
の
計
数
の
計
算
根
拠
及
び
平
衡
交
付

金
に
関
す
る
件

二六、
八、
九
大
蔵
大
臣

回一十第
後 会 閉

文
部
委
員
会

売
春
取
締
条
例
違
反
の
有
無
及
び
武
蔵
野
市
八
丁
を

中
心
と
し
た
常
時
売
春
を
営
む
疑
の
あ
る
者
等
に
関

す
る
件

二六、
九、一〇
武
蔵
野
市
警
察
署
長

第

法
務
委
員
会

集
会
、
集
団
行
進
及
び
集
団
示
威
運
動
の
条
例
に
関

す
る
件

二六、一二、一〇
秋
田
県
知
事
、
石
川
県
知
事
、

茨
城
県
知
事
、
佐
賀
県
知
事
、

宇
都
宮
市
長
、
大
阪
市
長
、
名

古
屋
市
長
、
山
口
市
長
、
岡
山

市
長
、
鳥
取
市
長
、
松
江
市 

長
、
徳
島
市
長
、
和
歌
山
市 

長
、
奈
良
市
長
、
広
島
市
長
、

弘
前
市
長
、
札
幌
市
長
、
兵
庫

県
川
辺
郡
川
西
町
長
、
香
川
県

木
田
郡
林
村
長

十

警
察
職
員
の
拳
銃
使
用
に
関
し
盲
発
事
故
等
に
関
す

る
件

二七、
四、一八
全
国
自
治
体
警
察
長
連
合
協
議

会
会
長
、
国
家
地
方
警
察
本
部

長
官

外
務
委
員
会

モ
ス
コ
ー
国
際
経
済
会
議
に
関
す
る
件

二七、
三、
四
外
務
大
臣

三

建
設
委
員
会

行
政
協
定
の
実
施
に
伴
う
土
地
等
の
使
用
等
に
関
す

る
特
別
措
置
法
案
の
審
査
に
当
り
本
法
に
よ
り
収
用

又
は
使
用
さ
る
べ
き
土
地
等
の
予
定
個
所
及
び
そ
の

規
模
の
大
要
に
関
す
る
件

二七、
四、二二

同

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
山
下
茂
外
七
名
名
義
の

各
種
預
金
元
帳
並
び
に
貸
付
金
等
取
引
関
係
一
切
の

元
帳
の
写
等
に
関
す
る
件

二七、
二、一八
千
代
田
銀
行
芝
支
店
長
、
帝
国

銀
行
本
店
営
業
部
長
、
大
和
銀

行
東
京
支
店
長
、
大
和
銀
行
虎

の
門
支
店
長
、
三
和
銀
行
日
比

谷
支
店
長

回 

決
算
委
員
会

昭
和
二
十
五
年
度
決
算
検
査
報
告
に
関
連
し
関
係
者

処
分
調
書
に
関
す
る
件

二七、
六、二三

最
高
裁
判
所
長
官
、
内
閣
総
理

大
臣
、
法
務
総
裁
、
大
蔵
大
臣
、

文
部
大
臣
、
厚
生
大
臣
、
農
林

大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
、
運
輸

大
臣
、
郵
政
大
臣
、
電
気
通
信

大
臣
、
労
働
大
臣
、
建
設
大
臣
、

経
済
安
定
本
部
総
裁

回 九 十 第

内
閣
委
員
会

昭
和
二
十
九
年
度
保
安
庁
関
係
予
算
に
関
す
る
件

二九、
二、二三
保
安
庁
長
官

文
部
委
員
会

昭
和
二
十
七
、
二
十
八
、
二
十
九
年
の
三
カ
年
間
に

亘
る
日
本
教
職
員
組
合
の
年
次
大
会
に
お
け
る
諸
種

の
決
定
等
に
関
す
る
件

二九、
四、
九
日
本
教
職
員
組
合
中
央
執
行
委

員
長

提
出
さ
れ
な
か
っ

た
。

農
林
委
員
会

国
内
に
お
け
る
各
硫
安
会
社
の
各
会
社
別
硫
安
製
造

能
力
の
現
況
、
最
近
三
カ
年
の
各
年
別
製
造
実
績
及

び
製
造
原
価
等
に
関
す
る
件

二九、
三、三一
農
林
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣

十二第
回二

法
務
委
員
会

山
下
喜
久
次
氏︵
被
害
者
︶の
強
盗
殺
人
罪
容
疑
者
に

関
す
る
件

三〇、
六、一一
法
務
大
臣

提
出
さ
れ
な
か
っ

た
。

十二第
回四

決
算
委
員
会

日
本
開
発
銀
行
が
復
興
金
融
金
庫
か
ら
承
継
を
受
け

た
貸
付
金
の
元
利
償
還
明
細
書
に
関
す
る
件

三一、
三、
八
日
本
開
発
銀
行
総
裁
、
中
小
企

業
金
融
公
庫
総
裁

四
六
六



国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

第

決
算
委
員
会

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
物
品
税
に
関
す
る
件

二六、
五、二九
国
税
庁
長
官

回 十

在
外
同
胞
引
揚
問

題
に
関
す
る
特
別

委
員
会

遺
族
及
び
傷
い
者
に
関
す
る
件

二六、
二、二七
外
務
大
臣

回十第
後会閉

地
方
行
政
委
員
会

地
方
財
政
推
計
の
計
数
の
計
算
根
拠
及
び
平
衡
交
付

金
に
関
す
る
件

二六、
八、
九
大
蔵
大
臣

回一十第
後 会 閉

文
部
委
員
会

売
春
取
締
条
例
違
反
の
有
無
及
び
武
蔵
野
市
八
丁
を

中
心
と
し
た
常
時
売
春
を
営
む
疑
の
あ
る
者
等
に
関

す
る
件

二六、
九、一〇
武
蔵
野
市
警
察
署
長

第

法
務
委
員
会

集
会
、
集
団
行
進
及
び
集
団
示
威
運
動
の
条
例
に
関

す
る
件

二六、一二、一〇
秋
田
県
知
事
、
石
川
県
知
事
、

茨
城
県
知
事
、
佐
賀
県
知
事
、

宇
都
宮
市
長
、
大
阪
市
長
、
名

古
屋
市
長
、
山
口
市
長
、
岡
山

市
長
、
鳥
取
市
長
、
松
江
市 

長
、
徳
島
市
長
、
和
歌
山
市 

長
、
奈
良
市
長
、
広
島
市
長
、

弘
前
市
長
、
札
幌
市
長
、
兵
庫

県
川
辺
郡
川
西
町
長
、
香
川
県

木
田
郡
林
村
長

十

警
察
職
員
の
拳
銃
使
用
に
関
し
盲
発
事
故
等
に
関
す

る
件

二七、
四、一八
全
国
自
治
体
警
察
長
連
合
協
議

会
会
長
、
国
家
地
方
警
察
本
部

長
官

外
務
委
員
会

モ
ス
コ
ー
国
際
経
済
会
議
に
関
す
る
件

二七、
三、
四
外
務
大
臣

三

建
設
委
員
会

行
政
協
定
の
実
施
に
伴
う
土
地
等
の
使
用
等
に
関
す

る
特
別
措
置
法
案
の
審
査
に
当
り
本
法
に
よ
り
収
用

又
は
使
用
さ
る
べ
き
土
地
等
の
予
定
個
所
及
び
そ
の

規
模
の
大
要
に
関
す
る
件

二七、
四、二二

同

所
謂
二
重
煙
突
事
件
に
関
し
山
下
茂
外
七
名
名
義
の

各
種
預
金
元
帳
並
び
に
貸
付
金
等
取
引
関
係
一
切
の

元
帳
の
写
等
に
関
す
る
件

二七、
二、一八
千
代
田
銀
行
芝
支
店
長
、
帝
国

銀
行
本
店
営
業
部
長
、
大
和
銀

行
東
京
支
店
長
、
大
和
銀
行
虎

の
門
支
店
長
、
三
和
銀
行
日
比

谷
支
店
長

回 

決
算
委
員
会

昭
和
二
十
五
年
度
決
算
検
査
報
告
に
関
連
し
関
係
者

処
分
調
書
に
関
す
る
件

二七、
六、二三

最
高
裁
判
所
長
官
、
内
閣
総
理

大
臣
、
法
務
総
裁
、
大
蔵
大
臣
、

文
部
大
臣
、
厚
生
大
臣
、
農
林

大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
、
運
輸

大
臣
、
郵
政
大
臣
、
電
気
通
信

大
臣
、
労
働
大
臣
、
建
設
大
臣
、

経
済
安
定
本
部
総
裁

回 九 十 第

内
閣
委
員
会

昭
和
二
十
九
年
度
保
安
庁
関
係
予
算
に
関
す
る
件

二九、
二、二三
保
安
庁
長
官

文
部
委
員
会

昭
和
二
十
七
、
二
十
八
、
二
十
九
年
の
三
カ
年
間
に

亘
る
日
本
教
職
員
組
合
の
年
次
大
会
に
お
け
る
諸
種

の
決
定
等
に
関
す
る
件

二九、
四、
九
日
本
教
職
員
組
合
中
央
執
行
委

員
長

提
出
さ
れ
な
か
っ

た
。

農
林
委
員
会

国
内
に
お
け
る
各
硫
安
会
社
の
各
会
社
別
硫
安
製
造

能
力
の
現
況
、
最
近
三
カ
年
の
各
年
別
製
造
実
績
及

び
製
造
原
価
等
に
関
す
る
件

二九、
三、三一
農
林
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣

十二第
回二

法
務
委
員
会

山
下
喜
久
次
氏︵
被
害
者
︶の
強
盗
殺
人
罪
容
疑
者
に

関
す
る
件

三〇、
六、一一
法
務
大
臣

提
出
さ
れ
な
か
っ

た
。

十二第
回四

決
算
委
員
会

日
本
開
発
銀
行
が
復
興
金
融
金
庫
か
ら
承
継
を
受
け

た
貸
付
金
の
元
利
償
還
明
細
書
に
関
す
る
件

三一、
三、
八
日
本
開
発
銀
行
総
裁
、
中
小
企

業
金
融
公
庫
総
裁

四
六
七

二
〇　

議
長
を
経
て
行
わ
れ
た
報
告
又
は
記
録
の
提
出
要
求
一
覧
表



国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

十二第
回四

決
算
委
員
会

中
小
企
業
金
融
公
庫
が
日
本
開
発
銀
行
か
ら
移
管
を

受
け
た
振
興
飛
島
鉱
業
株
式
会
社
に
対
す
る
貸
付
金

の
元
利
償
還
状
況
に
関
す
る
件

三一、
三、一〇
中
小
企
業
金
融
公
庫
総
裁

十二第
回五

建
設
委
員
会

災
害
救
助
法
に
基
き
、
災
害
地
に
応
急
仮
設
住
宅
が

建
設
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
入
居
者
の
居
住
権

の
有
無
に
関
す
る
件

三一、一二、
六
内
閣
総
理
大
臣

十六第
回一

社
会
労
働
委
員
会

米
ぬ
か
油
中
毒
事
件
に
関
す
る
件

四四、
四、
一
福
岡
県
知
事
、
北
九
州
市
長

回七十七第

予
算
委
員
会

１ 

リ
ン
チ
共
産
党
事
件
に
関
す
る
宮
本
顕
治
氏
に
対

す
る
判
決
原
本

２ 

同
事
件
に
関
し
、
同
氏
が
刑
の
執
行
停
止
を
受
け

る
こ
と
に
な
つ
た
医
師
の
診
断
書

３ 

同
氏
に
交
付
さ
れ
た
復
権
証
明
書

４ 

そ
の
他
本
件
に
関
連
を
有
す
る
連
合
軍
司
令
部
よ

り
発
行
せ
ら
れ
た
関
係
文
書

五一、
五、
八
法
務
大
臣

２
、
３
の
資
料
に

つ
い
て
は
提
出
さ

れ
な
か
っ
た
。

八 第

１ 

日
商
岩
井
と
グ
ラ
マ
ン
社
の
Ｅ
２
Ｃ
に
関
す
る
代

理
店
契
約
書
及
び
改
訂
契
約
書︵
い
ず
れ
も
契
約 

書
に
付
属
す
る
付
表
等
の
関
連
文
書
を
含
む
︱
以

下
同
︶

２ 

日
商
岩
井
と
ハ
リ
ー
・
カ
ー
ン
氏
と
の
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
契
約
書
及
び
同
解
約
通
知
書

３ 

日
商
岩
井
と
マ
ク
ド
ネ
ル
・
ダ
グ
ラ
ス
社
と
の
Ｆ

４
Ｅ
Ｊ
に
関
す
る
代
理
店
契
約
書︵
部
品
に
関
す 

る
契
約
を
含
む
︶

４ 

日
商
岩
井
と
マ
ク
ド
ネ
ル
・
ダ
グ
ラ
ス
社
と
の
Ｒ

Ｆ
４
Ｅ
に
関
す
る
代
理
店
契
約
書︵
同
前
︶

﹁
一
九
七
八
年
一
一

月
締
結
の
日
商
岩

井
と
グ
ラ
マ
ン
社

回 七 十

同

５ 

日
商
岩
井
と
マ
ク
ド
ネ
ル
・
ダ
グ
ラ
ス
社
と
の
Ｆ

１５
に
関
す
る
代
理
店
契
約
書︵
同
前
︶

６ 

日
商
岩
井
と
三
菱
重
工
及
び
川
崎
重
工
と
の
Ｆ
４

Ｅ
Ｊ
の
ラ
イ
セ
ン
ス
生
産
に
関
す
る
業
務
契
約
書

７ 

日
商
岩
井
と
三
菱
重
工
及
び
川
崎
重
工
と
の
Ｆ
１５

の
ラ
イ
セ
ン
ス
生
産
に
関
す
る
業
務
契
約
書

８ 

日
商
岩
井
と
ボ
ー
イ
ン
グ
社
と
の
代
理
店
契
約
書

︵
Ｂ

７００
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
個
別
契
約
で
あ
れ
ば
、

Ｂ
７２７
、
Ｂ

７３７
、
Ｂ

７４７
各
機
種
に
関
す
る
契
約
書
を

含
む
︶

９ 

日
商
岩
井
と
ボ
ー
イ
ン
グ
社
と
の
韓
国
そ
の
他
の

地
域
へ
の
販
売
等
に
関
す
る
代
理
店
契
約
書

五四、
三、一六
日
商
岩
井
株
式
会
社

と
の
間
の
販
売
代

理
店
契
約
書
﹂
の

写
し
が
提
出
さ

れ
、
他
に
つ
い
て

は
提
出
さ
れ
な

か
っ
た
。

郷
裕
弘
氏
と
マ
ク
ド
ネ
ル
・
ダ
グ
ラ
ス
社
と
の
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
契
約
書

同

ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
液
化
ガ
ス
株
式

会
社
取
締
役

郷

裕
弘
君

︵
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

契
約
書
が
手
元
に

な
い
た
め
に
︶

契
約
内
容
の
骨
子

が
提
出
さ
れ
た
。

回 六 十 三 百 第

同

住
宅
金
融
専
門
会
社
問
題
に
関
し
、

１

第
一
次
再
建
計
画
と
第
二
次
再
建
計
画
の
全
文

２

貸
付
審
査
基
準

３

個
別
債
権
者︵
借
入
金
融
機
関
︶の
リ
ス
ト

４ 

個
別
担
保
物
件︵
融
資
額
上
位
十
社
︶に
つ
い
て

の
概
要︵
融
資
額
、
抵
当
権
設
定
額
、
順
位
、
そ 

の
他
権
利
関
係
を
含
む
︶及
び
適
用
分
類
と
そ
の
根

拠

平
成
八、
四、一八

日
本
住
宅
金
融
株
式
会
社
代
表

取
締
役
社
長

丹
羽

進
君

株
式
会
社
住
宅
ロ
ー
ン
サ
ー
ビ

ス
代
表
取
締
役
社
長井

上
時
男
君

株
式
会
社
住
総
取
締
役
社
長

山
本

弘
君

総
合
住
金
株
式
会
社
代
表
取
締

役
社
長

大
槻
章
雄
君

第
一
住
宅
金
融
株
式
会
社
取
締

役
社
長

四
六
八



国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

十二第
回四

決
算
委
員
会

中
小
企
業
金
融
公
庫
が
日
本
開
発
銀
行
か
ら
移
管
を

受
け
た
振
興
飛
島
鉱
業
株
式
会
社
に
対
す
る
貸
付
金

の
元
利
償
還
状
況
に
関
す
る
件

三一、
三、一〇
中
小
企
業
金
融
公
庫
総
裁

十二第
回五

建
設
委
員
会

災
害
救
助
法
に
基
き
、
災
害
地
に
応
急
仮
設
住
宅
が

建
設
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
入
居
者
の
居
住
権

の
有
無
に
関
す
る
件

三一、一二、
六
内
閣
総
理
大
臣

十六第
回一

社
会
労
働
委
員
会

米
ぬ
か
油
中
毒
事
件
に
関
す
る
件

四四、
四、
一
福
岡
県
知
事
、
北
九
州
市
長

回七十七第

予
算
委
員
会

１ 

リ
ン
チ
共
産
党
事
件
に
関
す
る
宮
本
顕
治
氏
に
対

す
る
判
決
原
本

２ 

同
事
件
に
関
し
、
同
氏
が
刑
の
執
行
停
止
を
受
け

る
こ
と
に
な
つ
た
医
師
の
診
断
書

３ 

同
氏
に
交
付
さ
れ
た
復
権
証
明
書

４ 

そ
の
他
本
件
に
関
連
を
有
す
る
連
合
軍
司
令
部
よ

り
発
行
せ
ら
れ
た
関
係
文
書

五一、
五、
八
法
務
大
臣

２
、
３
の
資
料
に

つ
い
て
は
提
出
さ

れ
な
か
っ
た
。

八 第

１ 

日
商
岩
井
と
グ
ラ
マ
ン
社
の
Ｅ
２
Ｃ
に
関
す
る
代

理
店
契
約
書
及
び
改
訂
契
約
書︵
い
ず
れ
も
契
約 

書
に
付
属
す
る
付
表
等
の
関
連
文
書
を
含
む
︱
以

下
同
︶

２ 

日
商
岩
井
と
ハ
リ
ー
・
カ
ー
ン
氏
と
の
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
契
約
書
及
び
同
解
約
通
知
書

３ 

日
商
岩
井
と
マ
ク
ド
ネ
ル
・
ダ
グ
ラ
ス
社
と
の
Ｆ

４
Ｅ
Ｊ
に
関
す
る
代
理
店
契
約
書︵
部
品
に
関
す 

る
契
約
を
含
む
︶

４ 

日
商
岩
井
と
マ
ク
ド
ネ
ル
・
ダ
グ
ラ
ス
社
と
の
Ｒ

Ｆ
４
Ｅ
に
関
す
る
代
理
店
契
約
書︵
同
前
︶

﹁
一
九
七
八
年
一
一

月
締
結
の
日
商
岩

井
と
グ
ラ
マ
ン
社

回 七 十

同

５ 

日
商
岩
井
と
マ
ク
ド
ネ
ル
・
ダ
グ
ラ
ス
社
と
の
Ｆ

１５
に
関
す
る
代
理
店
契
約
書︵
同
前
︶

６ 

日
商
岩
井
と
三
菱
重
工
及
び
川
崎
重
工
と
の
Ｆ
４

Ｅ
Ｊ
の
ラ
イ
セ
ン
ス
生
産
に
関
す
る
業
務
契
約
書

７ 

日
商
岩
井
と
三
菱
重
工
及
び
川
崎
重
工
と
の
Ｆ
１５

の
ラ
イ
セ
ン
ス
生
産
に
関
す
る
業
務
契
約
書

８ 

日
商
岩
井
と
ボ
ー
イ
ン
グ
社
と
の
代
理
店
契
約
書

︵
Ｂ

７００
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
個
別
契
約
で
あ
れ
ば
、

Ｂ
７２７
、
Ｂ

７３７
、
Ｂ

７４７
各
機
種
に
関
す
る
契
約
書
を

含
む
︶

９ 
日
商
岩
井
と
ボ
ー
イ
ン
グ
社
と
の
韓
国
そ
の
他
の

地
域
へ
の
販
売
等
に
関
す
る
代
理
店
契
約
書

五四、
三、一六
日
商
岩
井
株
式
会
社

と
の
間
の
販
売
代

理
店
契
約
書
﹂
の

写
し
が
提
出
さ

れ
、
他
に
つ
い
て

は
提
出
さ
れ
な

か
っ
た
。

郷
裕
弘
氏
と
マ
ク
ド
ネ
ル
・
ダ
グ
ラ
ス
社
と
の
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
契
約
書

同

ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
液
化
ガ
ス
株
式

会
社
取
締
役

郷

裕
弘
君

︵
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

契
約
書
が
手
元
に

な
い
た
め
に
︶

契
約
内
容
の
骨
子

が
提
出
さ
れ
た
。

回 六 十 三 百 第

同

住
宅
金
融
専
門
会
社
問
題
に
関
し
、

１

第
一
次
再
建
計
画
と
第
二
次
再
建
計
画
の
全
文

２

貸
付
審
査
基
準

３

個
別
債
権
者︵
借
入
金
融
機
関
︶の
リ
ス
ト

４ 

個
別
担
保
物
件︵
融
資
額
上
位
十
社
︶に
つ
い
て

の
概
要︵
融
資
額
、
抵
当
権
設
定
額
、
順
位
、
そ 

の
他
権
利
関
係
を
含
む
︶及
び
適
用
分
類
と
そ
の
根

拠

平
成
八、
四、一八

日
本
住
宅
金
融
株
式
会
社
代
表

取
締
役
社
長

丹
羽

進
君

株
式
会
社
住
宅
ロ
ー
ン
サ
ー
ビ

ス
代
表
取
締
役
社
長井
上
時
男
君

株
式
会
社
住
総
取
締
役
社
長

山
本

弘
君

総
合
住
金
株
式
会
社
代
表
取
締

役
社
長

大
槻
章
雄
君

第
一
住
宅
金
融
株
式
会
社
取
締

役
社
長

四
六
九

二
〇　

議
長
を
経
て
行
わ
れ
た
報
告
又
は
記
録
の
提
出
要
求
一
覧
表



国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

山
仲
靖
朗
君

地
銀
生
保
住
宅
ロ
ー
ン
株
式
会

社
代
表
取
締
役
社
長坂

齊
春
彦
君

日
本
ハ
ウ
ジ
ン
グ
ロ
ー
ン
株
式

会
社
代
表
取
締
役
會
田
稜
三
君

第

住
宅
金
融
専
門
会
社
問
題
に
関
し
、

１ 
過
去
十
年
間
の
各
年
度
毎
の

貸
借
対
照
表


損
益
計
算
書

決
算
書

現
・
預
金
出
納
帳

商

品︵
土
地
・
建
物
︶在
庫
表

役
員
名
簿

株
主
名

簿

住
宅
金
融
専
門
会
社
各
社
及
び
金
融
機
関 

︵
主
要
二
十
一
行
別
︶と
の
間
の
借
入
・
返
済
状
況

２ 

過
去
十
年
間
の
各
年
度
毎
の

関
連
会
社
名 

︵
出
資
及
び
人
材
派
遣
を
し
て
い
る
会
社
︶、
所
在

地
及
び
役
員
名
簿

関
連
財
団
名
、
所
在
地
及
び

役
員
名
簿
、
寄
附
行
為


、

に
係
る
財
務
諸

表︵
な
い
場
合
は
予
算
・
決
算
書
︶

八、
四、二四

１
に
つ
い
て

株
式
会
社
桃
源
社
代
表
取
締
役

社
長

佐
佐
木
吉
之
助
君

麻
布
自
動
車
株
式
会
社
代
表
取

締
役

渡
辺
喜
太
郎
君

１
及
び
２
に
つ
い
て

麻
布
建
物
株
式
会
社
代
表
取
締

役

渡
辺
喜
太
郎
君

麻
布
建
物
株
式
会

社
は
一
部
未
提
出

三 百

住
宅
金
融
専
門
会
社
問
題
に
関
し
、

１ 

過
去
五
年
間
の
所
有
不
動
産
の
全
リ
ス
ト︵
所
在

地
・
面
積︽
販
売
用
を
含
む
︾︶

２ 

過
去
十
年
間
の
関
連
会
社
名︵
出
資
及
び
人
材
派

遣
を
し
て
い
る
会
社
︶、
所
在
地
及
び
役
員
名
簿
並

び
に
従
業
員
数

３ 

過
去
十
年
間
の
関
連
財
団
名
、
所
在
地
及
び
役

員
名
簿
、
寄
附
行
為

４ 

２
及
び
３
に
係
る
過
去
十
年
間
の
財
務
諸
表 

︵
な
い
場
合
に
は
、
予
算
・
決
算
書
︶

八、
四、二五
株
式
会
社
桃
源
社
代
表
取
締
役

社
長

佐
佐
木
吉
之
助
君
一
部
未
提
出

六 十

予
算
委
員
会

住
宅
金
融
専
門
会
社
問
題
に
関
し
、

融
資
額
上
位
十
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
母
体
行
が
先
順

位
で
融
資
を
行
っ
た
も
の
の
担
保
権
設
定
額
、
担
保

権
設
定
順
位

同

日
本
住
宅
金
融
株
式
会
社
代
表

取
締
役
社
長

丹
羽

進
君

株
式
会
社
住
宅
ロ
ー
ン
サ
ー
ビ

ス
代
表
取
締
役
社
長井
上
時
男
君

株
式
会
社
住
総
取
締
役
社
長

山
本

弘
君

総
合
住
金
株
式
会
社
代
表
取
締

役
社
長

大
槻
章
雄
君

第
一
住
宅
金
融
株
式
会
社
取
締

役
社
長

山
仲
靖
朗
君

地
銀
生
保
住
宅
ロ
ー
ン
株
式
会

社
代
表
取
締
役
社
長坂
齊
春
彦
君

日
本
ハ
ウ
ジ
ン
グ
ロ
ー
ン
株
式

会
社
代
表
取
締
役
會
田
稜
三
君

回

住
宅
金
融
専
門
会
社
問
題
に
関
し
、

１ 

過
去
十
年
間
の
太
陽
エ
ス
テ
ー
ト
へ
の
融
資
状

況
、
返
済
状
況

２ 

過
去
十
年
間
の
住
総
及
び
そ
の
関
連
会
社
と
太

陽
エ
ス
テ
ー
ト
グ
ル
ー
プ
と
の
間
の
不
動
産
取
引

状
況

３ 

過
去
十
年
間
の
融
資
額
上
位
十
グ
ル
ー
プ
に
つ

い
て
の
大
口
融
資
案
件︵
五
十
億
円
以
上
︶の
融
資

稟
議
書

八、
四、二六
株
式
会
社
住
総
取
締
役
社
長

山
本

弘
君

四
七
〇



国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

山
仲
靖
朗
君

地
銀
生
保
住
宅
ロ
ー
ン
株
式
会

社
代
表
取
締
役
社
長坂

齊
春
彦
君

日
本
ハ
ウ
ジ
ン
グ
ロ
ー
ン
株
式

会
社
代
表
取
締
役
會
田
稜
三
君

第

住
宅
金
融
専
門
会
社
問
題
に
関
し
、

１ 

過
去
十
年
間
の
各
年
度
毎
の

貸
借
対
照
表


損
益
計
算
書

決
算
書

現
・
預
金
出
納
帳

商

品︵
土
地
・
建
物
︶在
庫
表

役
員
名
簿

株
主
名

簿

住
宅
金
融
専
門
会
社
各
社
及
び
金
融
機
関 

︵
主
要
二
十
一
行
別
︶と
の
間
の
借
入
・
返
済
状
況

２ 

過
去
十
年
間
の
各
年
度
毎
の

関
連
会
社
名 

︵
出
資
及
び
人
材
派
遣
を
し
て
い
る
会
社
︶、
所
在

地
及
び
役
員
名
簿

関
連
財
団
名
、
所
在
地
及
び

役
員
名
簿
、
寄
附
行
為


、

に
係
る
財
務
諸

表︵
な
い
場
合
は
予
算
・
決
算
書
︶

八、
四、二四

１
に
つ
い
て

株
式
会
社
桃
源
社
代
表
取
締
役

社
長

佐
佐
木
吉
之
助
君

麻
布
自
動
車
株
式
会
社
代
表
取

締
役

渡
辺
喜
太
郎
君

１
及
び
２
に
つ
い
て

麻
布
建
物
株
式
会
社
代
表
取
締

役

渡
辺
喜
太
郎
君

麻
布
建
物
株
式
会

社
は
一
部
未
提
出

三 百

住
宅
金
融
専
門
会
社
問
題
に
関
し
、

１ 

過
去
五
年
間
の
所
有
不
動
産
の
全
リ
ス
ト︵
所
在

地
・
面
積︽
販
売
用
を
含
む
︾︶

２ 

過
去
十
年
間
の
関
連
会
社
名︵
出
資
及
び
人
材
派

遣
を
し
て
い
る
会
社
︶、
所
在
地
及
び
役
員
名
簿
並

び
に
従
業
員
数

３ 

過
去
十
年
間
の
関
連
財
団
名
、
所
在
地
及
び
役

員
名
簿
、
寄
附
行
為

４ 

２
及
び
３
に
係
る
過
去
十
年
間
の
財
務
諸
表 

︵
な
い
場
合
に
は
、
予
算
・
決
算
書
︶

八、
四、二五
株
式
会
社
桃
源
社
代
表
取
締
役

社
長

佐
佐
木
吉
之
助
君
一
部
未
提
出

六 十

予
算
委
員
会

住
宅
金
融
専
門
会
社
問
題
に
関
し
、

融
資
額
上
位
十
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
母
体
行
が
先
順

位
で
融
資
を
行
っ
た
も
の
の
担
保
権
設
定
額
、
担
保

権
設
定
順
位

同

日
本
住
宅
金
融
株
式
会
社
代
表

取
締
役
社
長

丹
羽

進
君

株
式
会
社
住
宅
ロ
ー
ン
サ
ー
ビ

ス
代
表
取
締
役
社
長井
上
時
男
君

株
式
会
社
住
総
取
締
役
社
長

山
本

弘
君

総
合
住
金
株
式
会
社
代
表
取
締

役
社
長

大
槻
章
雄
君

第
一
住
宅
金
融
株
式
会
社
取
締

役
社
長

山
仲
靖
朗
君

地
銀
生
保
住
宅
ロ
ー
ン
株
式
会

社
代
表
取
締
役
社
長坂
齊
春
彦
君

日
本
ハ
ウ
ジ
ン
グ
ロ
ー
ン
株
式

会
社
代
表
取
締
役

會
田
稜
三
君

回

住
宅
金
融
専
門
会
社
問
題
に
関
し
、

１ 

過
去
十
年
間
の
太
陽
エ
ス
テ
ー
ト
へ
の
融
資
状

況
、
返
済
状
況

２ 

過
去
十
年
間
の
住
総
及
び
そ
の
関
連
会
社
と
太

陽
エ
ス
テ
ー
ト
グ
ル
ー
プ
と
の
間
の
不
動
産
取
引

状
況

３ 

過
去
十
年
間
の
融
資
額
上
位
十
グ
ル
ー
プ
に
つ

い
て
の
大
口
融
資
案
件︵
五
十
億
円
以
上
︶の
融
資

稟
議
書

八、
四、二六
株
式
会
社
住
総
取
締
役
社
長

山
本

弘
君

四
七
一

二
〇　

議
長
を
経
て
行
わ
れ
た
報
告
又
は
記
録
の
提
出
要
求
一
覧
表



国
会
回
次

委

員

会

件

名

要
求
年
月
日

提
出
を
求
め
た
官
公
署
等

備

考

第

住
宅
金
融
専
門
会
社
問
題
に
関
し
、

１ 

過
去
十
年
間
の
定
款
及
び
住
総
か
ら
派
遣
さ
れ

た
役
員
の
状
況

２

過
去
十
年
間
の
損
益
計
算
書
及
び
貸
借
対
照
表

八、
四、二六
株
式
会
社
太
陽
エ
ス
テ
ー
ト
代

表
取
締
役

塚
原

裕
君
２
に
つ
い
て
は
提

出
さ
れ
な
か
っ

た
。

回 六 十 三 百

予
算
委
員
会

住
宅
金
融
専
門
会
社
問
題
に
関
し
、

大
蔵
省
の
第
一
次
立
入
り
調
査
時
に
お
け
る
分
類
債

務
者
一
覧
表

八、
五、
二

日
本
住
宅
金
融
株
式
会
社
代
表

取
締
役
社
長

丹
羽

進
君

株
式
会
社
住
総
取
締
役
社
長

山
本

弘
君

第
一
住
宅
金
融
株
式
会
社
取
締

役
社
長

山
仲
靖
朗
君

地
銀
生
保
住
宅
ロ
ー
ン
株
式
会

社
代
表
取
締
役
社
長坂
齊
春
彦
君

第百七十六回

同

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
流
出
し
た
本
年
九
月
七
日
の
尖

閣
諸
島
沖
で
の
我
が
国
巡
視
船
に
対
す
る
中
国
漁
船

の
衝
突
等
の
事
案
の
映
像
と
ほ
ぼ
同
一
の
映
像
記
録

二二、一一、一九
海
上
保
安
庁
長
官



四
七
二


